
接触により感染し、２週間

程度の潜伏期間の後、かゆ

みを訴えます。感染は、直

接の接触あるいはタオル・

くし・帽子などを介する間

接感染があります。 

いぼがあるという以外

には症状はほとんどあり

ません。水疱内の液

（水）にウイルスが存在

しており、これが外に出

て皮膚上の細かい傷口か

ら再び侵入して感染する

と考えられています。 

虫刺されや湿疹などをかきむ

しった皮膚面に菌が感染し、感

染を受けた皮膚がかゆくなり新

しい病変ができるというように

広
ひろ

がっていきます。皮膚と手を

清潔にすることが、予防上もっ

とも大切です。 

 

 

 

 

 6月に入り、あじさいがきれいに色づく季節になりました。この時期は日によって寒暖差が

大きいため、こまめに調節できる服装を準備しましょう。また、今のうちから少しずつ暑さに

体を慣らしていく「暑熱順化（しょねつじゅんか）」も大切です。 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月８日から水泳学習が始まります。安心安全な学習を行うため、健康管理の徹底をお願い

します。 

○水泳学習当日はお子さんの健康観察をしっかりと行ってください。 

・体温はいつも通りか 

・睡眠はしっかりとれたか（疲れが溜まっていないか） 

 ・食欲はあるか、朝食はとったか 

 ・体調不良はみられないか、顔色は良いか 

・爪を切っているか             …など 

※体調により学習に参加できない場合があります。詳しくは、５月２５日配付の「水泳指導開

始にあたってのお願い」をご覧
らん

ください。 

○規則正しい生活を心がけましょう。 

  睡眠不足など疲れが溜まった状態は、学習後の体調不良や水辺での事故につながりやすく

なります。元気な状態で学習に参加できるよう備えましょう。 

○気温水温が低すぎて学習に適さない日や、WBGTが高い日（熱中症の危険度が高い日）は、

水泳学習が行えない場合がありますので、ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登校許可証明書の提出の必要なし 

その他学校感染症にかかった場合には、定められた期間は出席停止となります。症状がなく

なり、感染の心配がなくなるまでは登校できません。医師から学校感染症と診断された場合に

は、学校にご連絡ください。なお、登校する際には登校許可証明書（５００円程度）の提出を

お願いしております。但し、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については当面の

間、登校許可証の提出の必要はありません。 

診断を受けた際は出席停止期間をミマモルメ等でお知らせください。 

※皮膚の状態や程度によって異なるので、水泳学習を行え       

るかどうかは医師にご相談いただくようお願いします。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

病名 出席停止期間 

百日咳 特有の咳が軽快するまで。または５日間の適正な抗菌性物質製剤 

による治療が終了するまで。 

水痘 全ての発疹が痂皮化するまで。 

流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、 

かつ全身状態が良好になるまで。 

咽頭結膜熱 発熱、咽頭及び結膜の発赤消失後２日を経過するまで。 

流行性角結膜炎 目の充血、異物感が消失するまで。 

溶連菌感染症 抗菌薬治療を開始して 24時間を経過し、全身状態が良好になるま

で。 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで。 

新型コロナウイルス

感染症 

発症した後 5日を経過し、かつ症状が軽快した後 1日を経過 

するまで。 

ほけんだより

おひさま
２０２６．６．１ 

川崎市立古市場小学校 

保健室 

※代表的な学校感染症をご紹介します。 

ご不明な点などありましたらおたずねください。 代表的な学校感染症 

アタマジラミ 水いぼ とびひ 

皮膚の感染症 

水泳学習が始まります 


